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※令和３年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）

会員のネットワークを利用し、郷土史家や専門家による講演会を開催することができる。また、
様々なテーマによる郷土史の研究発表は、市民の犬山の歴史文化に対する理解と興味を喚起し
ている。

―

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

0

うち補助事業全体の余剰額（繰越額） 0

補助率、補助額 予算の範囲内で市長が適当と認める額

補助限度額 30,000円

精算の有無
（変更交付）

その理由
交付決定後に事業費に変動があった場合、変更申請
または実績報告に基づき補助金の変更交付又は額の
確定を行う

65,000

事務用品費 5,310

補助対象経費の内訳

通信費 9,965

会場費 25,280

印刷費 1,470

会報誌発行費 7,000

うち補助事業全体の経費 160,500

補助金の使途

うち補助対象経費 114,025

講師招聘費

（30,000

市の補助金を使って
実施した事業の内容

コロナ禍の中ではあったが、全７回の研修会を開催し、「入鹿切れ」、「尾張名所図会に描かれた
近世の犬山」等、郷土史に関するものを中心に実施し、屋外研修では犬山城主成瀬氏の菩提
寺、香積寺のある足助に出向き、地元関係者との交流を深めた。

補助事業者の会計全体の決算額（支出） 160,500

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

郷土の歴史・文化の研究活動と普及を目的に活動している団体に対する助成であり、補助金交
付要綱に交付団体が定められているため

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）

犬山市は数多くの歴史資源を有し、それらの保存活用を推進するには、各資源への理解と興味
を喚起する市民への普及活動が不可欠といえる。犬山歴史研究会は郷土の歴史文化に関する
調査研究や講演活動を継続して実施しており、市がそれらの一部に助成することで、効果的に普
及啓発活動を推進することができる。

令和元年度実績 令和2年度実績 令和3年度実績 令和4年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
30,000 30,000 30,000 30,000

（30,000 （30,000 （30,000

犬山市補助金等交付規則 要綱
犬山市社会教育団体育成補助金交付
要綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

特定団体への補助 補助開始年度 平成9年度 補助終了年度 未設定

関係規定

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

犬山歴史研究会 代表者名 会長　丸山和成

― 条例 ―

補助金の交付状況に係る調書【令和３年度交付分】

市の担当部課 教育部歴史まちづくり課

問い合わせ先 0568-44-0354
補助金の名称

犬山歴史研究会補助金
（犬山市社会教育団体育成補助金）


